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三重県子どもの学び・体験イベント等開催支援補助金 交付要領 

 

（目的及び交付） 

第１条 三重県子どもの学び・体験イベント等開催支援補助金（以下「補助金」という。）

は、『三重県子ども基金』を活用し、地域の子どもたちの「学び」や「体験機会」を創

出するため、地域の民間団体や企業等が複数で連携して、子どもや子育て家庭を対象と

した各種のイベント等を開催し、将来的には各地域で自立したイベント等が継続的に実

施できるよう支援していくことを目的とする。 

２ 県は、地域の民間団体や企業等が複数で連携して実施する各種のイベント等、地域の

特性を活かした継続的な取組の支援を行うために必要な経費のうち、適切と認めるもの

について予算の範囲内で補助金を交付する。 

 

（通則） 

第２条 補助金の交付は、三重県補助金等交付規則（昭和３７年４月１日三重県規則第３

４号。以下「規則」という。）、子ども・福祉部関係補助金等交付要綱（平成３０年三重

県告示第２４０号）及び三重県の交付する補助金等からの暴力団等排除措置要綱（以下

「暴力団等排除要綱」という。）に準拠し、この要領に定めるところによる。 

 

（補助対象事業及び補助対象経費、補助率、補助上限額等） 

第３条 補助対象事業、補助対象経費、実施主体、補助率及び補助上限額は別表１－１及

び別表１－２のとおりとする。 

 

（補助対象事業者） 

第４条 この補助金の交付対象者（以下「補助対象事業者」という。）は、次に掲げる要

件を満たすイベント等を主催する民間団体や企業等（地域で活動する子ども支援団体、

地域福祉の推進を図ることを目的とする団体、子どもを支援したいと考える企業等）と

する。  

（１）活動地域が県内または、県内に事業所（店舗）を有する民間団体や企業等であ

ること。 

（２）活動地域の市町、学校、民間企業等の関係団体と連携して活動していること。

もしくは、連携を予定していること。 

（３）特定の政治的又は宗教的活動をする民間団体や企業等でないこと。 

（４）補助金の交付申請日において、国税及び地方税を滞納していない者であるこ

と。 

（５）暴力団等排除要綱の別表に該当しないこと。また、暴力団等排除要綱に定める 

不当介入を受けたときは、警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行  

うこと。 

 （６）補助金に係る審査等に協力すること。（審査に必要な書類の整備保管、必要な書    

    類の提出、実地検査の受入、アンケート等） 
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（補助対象事業） 

第５条 補助の対象となる事業は、次に定める要件を全て満たす事業とする。 

（１）三重県内で開催されるイベント等であること。 

（２）イベント等の開催は、地区単位ではなく市町単位とすること。 

（３）単独の事業者ではなく、一定数の民間団体や企業等がイベント等の開催にあた

って参画していること。 

（４）地域の子どもたちの「学び」や「体験機会」を創出するため、イベント等開催

時には、子ども向けの体験メニューの種類を少なくとも５件以上提供するこ

と。 

（５） 開催場所について、広域的な集客が可能となる手段が確保されていること。（公

共交通機関による来場が可能である、または一定数の駐車場が確保されているな

ど） 

（６）新規に開催するイベント等であること。（過去から継続して開催されているイベ

ント等については、補助の対象としない） 

（７）開催にあたっては、周囲の環境、運営時間等に配慮すること。 

（８）飲食物を提供する場合、管轄する保健所に事前に相談したうえで、食中毒等の 

食品事故を含め、参加者の安全確保には十分に努めること。 

（９）国・県・市町等の他事業の補助対象と重複しないこと。 

 

（交付申請） 

第６条 補助金の交付を申請しようとする者（以下「補助申請者」という。）は、規則第

３条の規定により、交付申請書（様式１）に次に掲げる書類を別に定める日までに知事

に提出しなければならない。 

 （１）事業計画書（様式１ 別紙１） 

 （２）収支予算書又はこれに代わる書類（様式１ 別紙２） 

 （３）役員等に関する事項（様式１ 別紙３） 

 （４）団体の定款、規約、会則、設立趣意書又はこれに準ずるもの 

 

（補助金の交付決定） 

第７条 知事は、前条の規定により交付申請書の提出があったときは、別に設置する三重

県子どもの学び・体験イベント等開催支援補助金交付対象者選定委員会（以下「選定委

員会」という。）において、その内容の審査を行い、交付対象者を決定する。ただし、

開催２年目の補助対象事業者（令和７年度に採択された事業者）及び開催３年目の補助

対象事業者（令和６年度に採択された事業者）については、第５条に定める要件を全て

満たせば、前年度からの継続事業として取り扱うこととし、選定委員会の審査を経ずに

交付対象者を決定する。 

２ 前項に定める選定は、事業計画書に記載された内容を次の（１）から（４）までの評

価項目及び選定にあたっての視点により実施する。 

（１）事業の効果 

・事業の趣旨に合致している取組であるか。 

・事業の目的に対する効果が期待できるか。 
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・事業が適切に実施できる体制を有しているか。 

（２）企画性 

  ・子どもの「学び」や「体験機会」を創出する企画性を有しているか。 

  ・イベント等に参加する者にとって、参加しやすい企画であるか。 

（３）経済性 

・費用対効果の高い内容となっているか。 

（４）持続可能性 

・地域の実情や社会資源に合わせて、次年度以降も継続できる取組となるか。 

３ 交付対象者として採択された場合は、規則第６条の規定により補助金の交付決定を行

い、補助申請者に通知するものとする。なお、不採択の場合は、その旨補助申請者に通

知するものとする。 

４ 知事は、前１項の交付決定を行うにあたっては、必要に応じ条件を付し、または申請

に係る事項につき修正を加えて承認することができる。  

 

（事業の着手及び完了時期） 

第８条 補助金の交付対象となる事業は、補助対象事業者が令和８年５月８日から令和９

年１月３１日までの間に実施する事業とするが、イベント等の開催は前条に定める補助

金の交付決定後に行うこと。 

 

（補助金の交付の条件）  

第９条 補助金の交付の決定には、次に掲げる条件が付されるものとする。 

（１）第７条第１項の補助金の交付決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）は、

補助事業終了後、本事業の内容が分かる資料等を県のホームページに掲載したり、

会議等において使用したりすることを了承すること。  

（２）県が主催する会議（みえ次世代育成応援ネットワーク成果報告会）等において、

本事業内容の成果報告等を行うこと。 

（３）この補助金により購入した備品には、そのことが分かるように県が交付する備品

シールを貼り付けること。 

（４）補助事業終了後も、本事業に関係するヒアリング等の調査に協力を行うこと。 

 

（申請の取り下げ） 

第 10 条 補助事業者は、交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があり、補助金

の交付の申請を取り下げようとするときは、交付決定を受けた日から１５日以内にそ

の旨を記載した書面を知事に提出しなければならない。 

 

（補助事業の変更等の承認） 

第 11条 補助事業者は、補助事業の内容または補助金交付申請額が変更となる場合には、

あらかじめ変更承認申請書（様式２）を知事に提出し、その承認を受けなければならな

い。 

２ 前項の規定における変更とは、次に掲げる各号のいずれかに該当する場合をいう。 

（１）補助事業の内容に著しい変更が生じる場合 
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（２）補助対象経費の合計額が変更となることに伴い、補助金交付申請額に変更が生 

   じる場合 

３ 知事は、前１項の規定による承認について、必要に応じて条件を付し、又は申請に係

る事項につき修正を加えて承認することができる。 

  

（補助事業の中止・廃止） 

第 12条 補助事業者は、補助事業を中止又は廃止しようとする場合は、事業中止（廃止）

承認申請書（様式３）を知事に提出し、その承認を受けなければならない。 

   

（補助事業遅延等の報告） 

第 13 条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれ

るとき、又は補助事業の遂行が困難になったときは、速やかに補助事業遅延等報告書（様

式４）を知事に提出し、その指示を受けなければならない。  

 

（状況報告） 

第 14 条 補助事業者は、補助事業の遂行の状況に関し、事業実施前には、イベント開催

時の事業内容がわかる資料等（任意様式）を知事に提出しなければならない。 

 

（補助事業の遂行の指示） 

第 15 条 知事は、前条に定める補助事業者が提出する資料等により、その者の補助事業

が補助金の交付の決定の内容及びこれに付けた条件に従って遂行されていないと認め

るときは、その者に対し、これらに従って当該補助事業を遂行すべきことを指示するこ

とができる。 

２ 知事は、補助事業者が前項の指示に従わなかったときは、その者に対し、当該補助事

業の遂行の一時停止を命じることができる。 

３ 知事は、前項の一時停止を命じる場合においては、補助事業者が当該補助金の交付の

決定の内容及びこれに付けた条件に適合させるための措置をとらないときは、第２１条

第１項の規定により当該補助金等の交付の決定の全部又は一部を取消す旨を明らかに

するものとする。 

 

（実績報告） 

第 16 条 補助事業者は、事業完了後速やかに、もしくは令和９年２月２６日までに、実

績報告書（様式５）を知事に提出しなければならない。 

 

（補助金の額の確定） 

第 17 条 知事は、前条の規定により補助事業の実績報告書の提出を受けたときは、当該

報告書の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、補助金の交付決定の内容（第１１条

に基づいて承認を受けている場合はその承認の内容）及びこれに付けた条件に適合す

ると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に通知するものとす

る。 
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（補助金の支払い） 

第 18 条 知事は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に補助金を支払

うものとする。 

２ 補助事業者は、前１項の規定により補助金の支払いを受けようとするときは、補助金

額確定後、精算払請求書（様式６）を知事に提出しなければならない。  

３ 前１項及び前２項の規定にかかわらず、特段の事情がある場合は、補助事業者は概算

払いを１回に限り、全体金額の１０分の８以内の金額で請求することができるものと

する。 

４ 補助事業者は、前３項の規定により補助金の支払いを受けようとするときは、概算払  

 請求書（様式７）を知事に提出しなければならない。 

 

（補助金に係る経理） 

第 19 条 補助事業者は、補助事業に係る経理については、他の経理と明確に区別した帳

簿及びすべての証拠書類を整備し、その収支の状況を明らかにしておかなければなら

ない。 

 

（是正のための措置） 

第 20 条 知事は、補助事業の完了または中止に係る補助事業の成果の報告を受けた場合

において、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付し

た条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業につき、これに適合させるための措

置をとることを当該補助事業者に命ずることができる。 

 

（交付決定の取り消し等） 

第 21条 知事は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、額の確

定の有無に関わらず、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消しすることができ

る。また、既に補助金が交付されているときは、その返還を命ずることができる。 

（１）補助金を他の用途に使用したとき。 

（２）この補助金により購入した備品や消耗品等の補助対象経費の目的外使用を行っ 

たとき。 

（３）補助金の交付の決定の内容、条件、その他この要領に基づく処分等に違反した

とき。 

（４）その他補助事業に関して法令又は法令に基づく処分等に違反したとき。 

（５）補助事業を中止又は廃止したとき。 

（６）補助事業者が暴力団等排除要綱別表に掲げる一に該当する者と確認されたと

き。 

（７）補助事業者が、暴力団等排除要綱第８条第１項に定める「補助事業の遂行に当

たって暴力団等による不当介入を受けたときに、知事に報告を行うとともに、

警察に通報を行うこと及び捜査上必要な協力を行うことの義務」を怠ったと

き。 

（８）天災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により、補助事業等
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の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合。 

（立入検査等） 

第 22 条 知事は、補助事業に係る予算の執行の適正を期するため必要があると認めると

きは、補助金の交付を受けた者に対して報告をさせ、または職員にその事業所等に立ち

入り、補助事業に係る関係諸帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問

をさせることができる。 

 

（消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還） 

第 23 条 補助事業者は、補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に

係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、補助金に係る消費

税及び地方消費税額の確定に伴う報告書（様式８）によりすみやかに知事に報告しなけ

ればならない。  

２ 知事は、前項の報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税

額の全額又は一部の返還を命ずるものとする。 

 

（成果の検証） 

第 24 条 知事は、補助事業の成果について必要があると認めるときは、その成果に関す

る検証を行い、補助事業者に成果を報告させることができる。 

 

（その他） 

第 25 条 この要領に定めるもののほか、補助金に関して必要な事項については、知事が

別に定める。  

 

附 則 

この要領は、令和６年５月２９日から施行する。 

 

附 則 

この要領は、令和７年５月２日から施行する。 

 

附 則 

この要領は、令和８年５月８日から施行する。 
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別表１－１（第３条関係） 

１ 補助対象

事業 
２ 補助対象経費 ３ 実施主体 ４ 採択数 ５ 補助率 

６ 補助 

上限額 

子 ど もの 学

び、体験イベ

ント等の開催

を支援する事

業 

補助対象事業に 

係る以下の経費 

(1) 人件費 

(2) 消耗品費 

(3) 食糧費 

(4) 報償費 

(5) 旅費 

(6) 備品費 

(7) 印刷製本費 

(8) 通信運搬費 

(9) 使用料 

(10)委託料 

(11)保険料 

「１ 補助対

象事業」を行

う民間団体や

企業等 

【開催１年目】 

３団体程度 
定額補助 1,000千円 

【開催２年目】 

最大３団体 

２／３ 

以内 
666千円 

【開催３年目】 

最大２団体 

１／２ 

以内 
500千円 

 

別表１－２（第３条関係） 

補助対象経費について 

費 目 内  容 

（１）人件費 

   ※１ 

イベント開催に必要な関係者等とのコーディネートに係る人件費 

等 

（２）消耗品費 

※２ ※７ 

事務用品、文房具、遊具、レクリエーション用品、家電、家具、什器、

食器 等 

（３）食糧費 

   ※３ 
スタッフ・アルバイトに対する弁当代 等 

（４）報償費 

   ※４ 
外部協力者、講師に対する謝金 等 

（５）旅費 

   ※５ 
外部協力者、講師に対する交通費、燃料費 等 

（６）備品費 

※２ ※６ ※７ 
遊具、レクリエーション用品、家電、家具、什器 等 
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（７）印刷製本費 広報チラシの作成・印刷費 等 

（８）通信運搬費 郵送料、送料 等 

（９）使用料 イベント会場使用料、設備・機器使用料、リース・レンタル料 等 

（１０）委託料 

    ※８ 

子ども向け体験活動の外部委託費用、駐車場整備に係る交通誘導員委

託費用、送迎バス運行委託費用 等 

（１１）保険料 ボランティア保険、傷害保険、損害賠償責任保険 等 

※１ 開催２年目、３年目の事業者は、人件費を除く補助対象経費に対して補助します。 

※２ 本事業実施に使用したことが確認できるものに限ります。別紙Ｑ＆ＡのＱ14をご覧ください。 

※３ 事業目的達成のために真に必要なものに限ります。 

※４ 報償の支払い対象となる範囲については、別紙Ｑ＆ＡのＱ15をご覧ください。 

※５ 補助対象経費（旅費のうち自家用車等による燃料費）の取扱については、別紙Ｑ＆ＡのＱ16をご覧くだ 

   さい。 

※６ 価格が５万円以上の物品は備品とみなします。該当する物品を購入する場合は、事前にご相談ください。 

※７ 本事業で実施する事業以外にも使用できる汎用性の高いものは、補助対象経費として認められない場

合があります。 

※８ 委託を行う場合は、事前にご相談ください。また、別紙Ｑ＆ＡのＱ17をご覧ください。 

※９ 補助事業者の運営上恒常的に発生する経費、その他事業実施にあたって必要と認めがたい経費につい

ては補助対象外とします。 


